
は じ め に

廃棄物水環境室の牛越です。よろしくお願い

します。本日は「廃棄物問題を考える」と題し

て、廃棄物問題の概要、わが国におけるリサイ

クルの現状、廃棄物の焼却とダイオキシンの発

生、最終処分場の状況、膜分離技術と浸出水処

理、まとめという６つの切り口でお話ししたい

と思います。

廃棄物問題というのはここ数年大きな社会問

題として取り上げられています。少し古いです

が９５年から９７年にかけての３年間の新聞記事で

環境関連のキーワードを検索してみると、「産

業廃棄物」が１０４９件、「リサイクル」が１０１２件、

「回収」が８７４件、「処分場」が５５２件、そして「ダ

イオキシン」が３５８件とたいへん多く探すこと

ができます。日々の生活の中で「廃棄物」とい

う言葉を聞いたり目にしない日はないといえる

ほど関心の高いテーマであることがおわかり頂

けると思います。とくにここ最近は、産業の発

展に付随して発生してきた水質汚濁や大気汚染

といういわゆる一般的な「公害」という側面だ

けではなく、一般市民の生活が直接かかわる「ご

み」に関する問題、つまり焼却や最終処分場を含

めた廃棄物問題がクローズアップされています。

こうした問題についてわが国の産業発展の状

況と当社の事業内容の推移も含めて考察してみ

ることにしましょう。

当社はみなさんがご存じの通り、株式会社神

戸製鋼所の琺瑯部と世界的なグラスライニング

メーカーであった米国フアウドラー社との提携

のもと、１９５４年に設立されました。私が入社し

た１９６６年当時は、まさに日本の高度成長期がス

タートした頃であり、人々の生活向上を目的に

化学工業製品が爆発的に生産されそれが貪欲に

消費されていました。こうした化学工業製品の

需要拡大に伴い、石油化学メーカー各社は積極

的に設備投資を行い生産設備を拡張していまし

た。このような背景のもと、当社では化学工業製

品の生産には欠かすことのできない反応機を主

として生産する化工機事業部において、まさに

「作ってはどんどん売れる」という時代でした。

こうした高度成長時代の中では、環境問題に

対する関心が持たれ始めたものの、現在のよう

に大きく取り上げられることはなく、生産設備

に付随する「公害防止装置」としての排水処理

設備や排ガス処理設備として扱われていたとい

えます。

当社が「水処理」の分野に参入したのは１９５９年

ですが、高度成長期に突入した中で、生産や消

費に欠かすことができない「水」を安定的にかつ

大量に供給することが国民の生活と産業活動の

拡大に欠かせないニーズとしてあったのです。

当社の環境ビジネスもこうした需要に後押し

され、上水道・工業用水の需要に対する水処理

Ⅱ．講演

廃棄物問題を考える

講師：神鋼パンテツク㈱
廃棄物水環境室

室長 牛 越 健 一
技術士（水道部門）

― 2 ―



ごみの流れ

設備と生産ラインにおける排水による公害防止

という観点からの排水処理から始まったといえ

ます。その後都市部への人口集中に伴う衛生面

の向上に向けた下水道のインフラ整備へと事業

が展開してきました。

しかし高度成長を突き進めてきた結果、水質

汚濁や大気汚染に代表されるの公害の問題がク

ローズアップされるようになりました。人々は、

生産を追い求めるだけでは、せっかく豊かにな

った自分達の生活が維持できないことにようや

く気が付きはじめたのです。こうした中、水質

汚濁防止や大気汚染防止への法規制などが施行

されてきました。

また産業が発達するにしたがい、これまでの

ように単に汚れた水や空気をきれいにするとい

うだけではなく、半導体事業などに向けたこれ

まで以上に純度の高い超純水製造設備やクリー

ンルームへの対応、また「美味しい水」を求め

るという世間のニーズに対応するための高度浄

水処理などの技術が注目されてきました。

このような背景のもと当社の事業構造も、日

本の急速な工業化と高度成長が終わりを迎える

ことにしたがって「化工機」を中心とした生産

設備投資に軸足をおいたビジネスから「環境ビ

ジネス」へと大きくシフトしてきました。そし

て現在では、PCB処理技術や汚泥の減量化技術

などに代表されるように、従来型の水処理事業

だけではなく廃棄物処理事業・リサイクル事業

に事業展開を行い、循環型社会への対応に取り

組んでいるところです。

こうした背景からわが国の状況を見ると、ま

ずは高度成長期における生産設備への投資、次

に公害問題の対応への投資、そして環境浄化あ

るいは地球環境問題の対応への投資と変化して

いることが分かります。たとえば国内外の大手

自動車メーカーは排ガスの発生しない新しい燃

料による自動車の開発に取り組んでおり、さま

ざまな製造工場はごみを排出しないゼロエミッ

ションの取り組みを展開していることが、その

例と言えるでしょう。

廃棄物問題の概要

それでは「廃棄物」いわゆる「ごみ」につい

て、いったいどのような問題があるのでしょう

か。「ごみ」は一般に、可燃物（生ごみ、紙な

ど）、不燃物（残土、コンクリート片など）、リ

サイクル品（空き瓶、空き缶など）、粗大ごみ

（家電製品など）に分類されます。可燃物は焼

却処理を行った後に焼却灰として埋め立てられ

ます。不燃物は直接埋め立てられ、リサイクル

品は分別・洗浄後に再利用あるいは原料として

再利用されます。粗大ごみは資源化センターな

どで分別され一部は再利用、一部は焼却、そし

て残りは埋め立てられることになります。

また、「廃棄物」は、家庭から出される一般

廃棄物と事業所から出される産業廃棄物に大き

く分類されます。主としてみなさんの家庭から

出されている一般廃棄物は年間で５，０００万トン

（’９３年）にものぼり、大部分が焼却処理された

後、最終的にその約３０％にあたる１，５００万トン

が焼却灰として減容化され最終処分場にて埋め

廃棄物問題を考える
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立てられます。一方、産業廃棄物は年間で４１，５００

万トンとなり約１５％にあたる約６，７００万トンが

同様に処分場で埋め立てられています。

日本は国土が狭いことから、欧米のように廃

棄物の埋め立てをする場所が少なく、先ほど説

明したとおり結果的に約７５％という非常に高い

比率で焼却処分を行っています。しかし、この

ようにごみの減量化を行っても、現在のままで

はごみを埋め立てる最終処分場が不足してきて

おり、つまり「廃棄物」そのものの発生を減らし

ていくことが必要な事態となっています。当然、

地球環境保全という観点からもリサイクルを進

め循環型社会を目指す必要があると言えます。

では、私たちはいったい一日どれだけの量の

ごみを出しているのでしょうか？一人あたりの

一日のごみの排出量は’８７年までは約１kgであ

り、それ以降バブル期に約１．１kgまで増加し多

少の増減はあるものの現在は約１．１kgで推移し

ています。

また、焼却処分についてはダイオキシンの発

生など、新たな問題がクローズアップされてき

ており、ダイオキシンの発生しない焼却炉の導

入、既に汚染された水や土壌の浄化など、廃棄

物にまつわる新たな問題が顕在化しているので

す。

廃棄物問題の歴史を紐解いてみると、戦前で

はコレラの大流行から伝染病予防などの衛生的

な観点からの法整備が行われ、ごみは焼却する

ことが定められました。戦後は資源枯渇の観点、

処分場のスペース不足の観点、地球環境保全の

観点、そしてダイオキシン問題への対応の観点

から、循環型社会の実現を目指しさまざまな法

整備が進められています。

わが国におけるリサイクルの現状

経済の高度成長化に伴って大量生産・大量消

費の時代があり、このままの状態で廃棄を続け

ることは環境破壊を推し進め、人類の存続その

ものを揺るがしかねない問題であることに人々

は気づき始めたことは先ほど述べました。では

私たちが実現を目指している循環型

社会への要となる、リサイクルの現

状について紹介しましょう。

廃棄物問題の対策は、廃棄物その

ものの発生抑制（Reduce）、廃棄物

の再利用（Reuse）、廃棄物からの

物質回収（Recycle）、廃棄物をもと

にしたエネルギー回収（Recover）

の「４つのＲ」と呼ばれる項目に分

類されています。（RecycleとRe-

coverを１つにまとめRecycleとして

３つのＲと呼ぶ人もいます）

Ⅱ．講演

ごみの総排出量と最終処分量の関係

１日１人当たりごみの排出量

― 4 ―



現在、さまざまな形でリサイクル（Recycle）

の取り組みが進められていますが、まだまだ一

般的に浸透しているとは言えません。リサイク

ルの構造的な問題点は、まずはじめに不純物が

混入してしまうという点です。このため人手に

よる分別作業が欠かせないものになり、また粉

砕などにより余分なエネルギーが多く必要にな

ることなどから、新しい製品を作るのと比べて

どうしても高コスト構造になってしまいます。

また不純物の混入から、どうしても品質面に

おいて新しい製品と比較すると劣るケースがで

てきます。このように高コストと低品質にあわ

せ、消費者の意識として積極的にリサイクル品

を購入しようというムードの盛り上がりに欠け

ていることが、リサイクルの進んでいない状況

を生んでいるといえます。

そこで行政としてもリサイクルを推進するた

めに、いわゆる環境関連法と呼ばれる各種のリ

サイクル法を制定してきています。基本的な枠

組みについては循環型社会形成推進法で、基本

原則、国・地方公共団体・事業者・国民の責務、

国の施策について定めています。具体的な法案

としては、２００１年４月に実施済の家電リサイク

ル法とグリーン購入法、２００１年５月に施行され

た食品リサイクル法、２００２年６月に施行予定の

建設資材リサイクル法、２００９年４月に完全実施

を予定している容器包装リサイクル法がありま

す。

本年４月に施行された家電リサイクル法は、

みなさんもご存じのとおり廃却する家電製品は

消費者が廃棄・リサイクルの費用を負担すると

いう内容になっています。

廃却する家電製品は小売店や自治体などを通

じて全国約４００カ所にある指定引取り所に集め

られ、リサイクルプラントで再商品化を実施す

るものです。目標とする再利用率は、エアコン

が６０％、テレビが５５％、冷蔵庫が５０％、洗濯機

が５０％となっています。ちなみに冷蔵庫のリサ

イクル手順を見ると、まずは冷媒となるフロン

を回収し無害化した後排ガスとして放出しま

す。ハードについてはコンプレッサとユニット

基盤そしてキャビネットに分け、ユニット基盤

は「はんだ」を回収し基盤は廃棄へ、コンプレ

ッサとキャビネットは破砕の後、アルミ、銅、

鉄に選別回収し、その他のものはダストとして

廃棄するという流れになっています。

またこの５月に施行された食品リサイクル法

廃棄物問題を考える
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は、食品工場などの製造段階でごみの減量化を

図り、コンビニやレストランなどの流通・消費

段階で調理くずや食べ残し売れ残りなどの発生

抑制を図ることを目的としています。それでも

発生する食品廃棄物は、生物・化学的な方法に

より分解や変換処理を行い、肥飼料化（肥料、

飼料、たい肥などへの変換）、新素材化（プラ

スチック、医薬品、化粧品、再生紙などへの変換）、

エネルギー化（発電、固形燃料などへの変換）

という形でリサイクルが計画されています。

こうした中、当社でも食品リサイクル法の施

行を視野に入れた対応として、食品廃棄物処理

の分野への取り組みを開始したところです。

リサイクルの方法にはEPR（Extended Prod-

uct Responsibility）とShared Responsibility

の２種類があり、EPRは生産者が費用を含めて

リサイクルに責任を持つもので、必要に応じて

リサイクル費用を価格に転嫁し、主に欧州で採

用されている方法となっています。一方、

Shared Responsibilityについては生産者、流通

業者、消費者のそれぞれがリサイクルの責任を

分担し個別に発生費用を支払うもので、先に述

べた家電リサイクル法の考え方であり、主に米

国が採用しています。

つぎに、近年技術が発達してきた廃プラスチ

ックによるリサイクルについても触れておきま

しょう。廃プラスチックのリサイクルについて

は、再生利用を目的としたマテリアルリサイク

ルと、燃料あるいは熱として回収することを目

的としたサーマルリサイクルの２つに分かれま

す。マテリアルリサイクルには再生原料（ペレ

ットなど）、再生加工品（板、擬木など）、化学

原料（モノマー、高炉還元剤など）があります。

一方、サーマルリサイクルは再生燃料としての

固形化燃料（発電、産業用など）、燃料油（軽

油、灯油、ガソリン相当油など）、燃料ガス（ボ

イラー燃料など）があり、熱回収としてのごみ

発電があります。

比較的リサイクルが進んでいるものの例とし

て、ソフトドリンク類の空き缶回収があげられ

Ⅱ．講演
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ます。ソフトドリンクの缶にはスチール缶とア

ルミ缶がありますが、スチール缶のリサイクル

率は８２．９％、アルミ缶では７８．５％となっていま

す。またここ最近は、容器におけるペットボト

ルの割合が増加しており、９８年以降はスチール

缶を抜いてペットボトルが１位となっていま

す。しかしながらペットボトルのリサイクル率

は、年々増加傾向にあるもののようやく３０％に

達したところであり、引き続きリサイクル率ア

ップに向けた取り組みが必要になっています。

リサイクル事業の推進については、行政とし

てエコタウン事業と名付けた取り組みを展開し

ています。これはペットボトルやごみ発電施設

など、対象となる事業に対して助成金を交付す

るもので、すでに全国各地に１０カ所以上の対象

事業が進められています。高度成長期に建設さ

れた石油コンビナートが生産を行う産業の「動

脈」とすれば、エコタウン事業は廃棄物を再生

する産業の「静脈」とした活躍が期待されてい

ます。

廃棄物の焼却とダイオキシンの発生

ここで現在問題になっている、廃棄物の焼却

とダイオキシンの発生について紹介したいと思

います。わが国では国土が狭く処分場用地不足

の問題から、廃棄物の大部分を焼却し徹底した

減容化を図らなければならないことは冒頭に述

べましたが、焼却処理には減容化の他にも、無

害化（有害物質の高温分解）、無臭化（臭気成

分の熱分解）といった利点があります。これに

減容化を加えたものが、廃棄物焼却の３大目的

と呼ばれています。しかしながら、近年ダイオ

廃棄物問題を考える
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キシンの発生が発見され、廃棄物の無害化のた

めに行っていた焼却処理が、一方でダイオキシ

ンという非常に毒性の高い物質を再合成してい

たということが分かってきました。

ではそもそもダイオキシンとはどのような物

質なのでしょうか。ダイオキシン類は、他の多

くの化学物質のように意図的に製造されること

はなく、有機塩素化合物の製造工程の副産物と

して、あるいは廃棄物の燃焼過程で非意図的に

生成される化学物質であり、つまり作ろうとし

てできた物質ではないのです。ダイオキシンの

仲間には２００以上の異性体があり、その毒性の

強さは異性体によって大きく異なることが分か

っています。ダイオキシンの毒性は、ベトナム

戦争の枯葉剤で有名となった催奇形性と呼ばれ

る性質、免疫力が低下する免疫毒性、各種の癌

を誘発する発ガン性、ホルモンの分泌に影響を

おこす内分泌障害など幅広い毒性があることが

知られています。ダイオキシンそのものは無味

無臭の個体で、水にはほとんど溶けません。し

かし、親油性の物質なため脂肪などには溶けや

すい性質を持っています。したがって、食品の

中では脂肪分の多い魚、肉、乳製品、卵などに

含まれやすいという傾向があり、人間が取り込

んだ場合は脂肪組織に蓄積されることになりま

す。こうしたことからダイオキシンは主に食物

を通じて人の体に取り込まれ、食物連鎖の段階

が高くなることにしたがって生体濃縮が起こる

ことが懸念されています。つまり、食物連鎖の

頂点に位置する人間への蓄積が非常に大きくな

る危険があると言えるでしょう。

また、ダイオキシンは化学的に非常に安定し

た物質であり、いったん合成されると容易に他

の化合物とは反応しない性質を持っています。

自然界のダイオキシンが分解される方法として

は、「太陽光線、特に紫外線による分解」と「土

壌細菌による分解」の２つの可能性が指摘され

ていますが、詳しくは今後の研究を待たなけれ

ばなりません。したがって、人の体にダイオキ

シンが取り込まれた場合は、その排出される速

度は非常に遅く、半分の量になるための期間は

数年から十年程度はかかるものといわれていま

す。

ではどうして焼却によってダイオキシンが生

成されるのでしょうか。簡単にいえば廃棄物の

中にダイオキシンを構成する物質が全て含まれ

ていることと、そして温度や雰囲気といった環

境が整っていることがあげられます。

焼却炉の中で廃棄物が燃えているところを想

像して下さい。当然、燃焼ガスが煙突から流れ

出て後には灰が残ります。この灰は普通主灰（ボ

トムアッシュ）と呼ばれて焼却炉の底にたまり

ますが、この主灰にはダイオキシンはそれほど

多くは含まれてはいません。それではダイオキ

シンはどこに含まれるのでしょうか。それは燃

焼ガスと一緒に煙突に向けて運ばれている目に

見えないほどの小さな灰、飛灰（フライアッシ

ュ）と呼ばれているものに含まれているのです。

廃棄物の焼却によりダイオキシン類が発生す

る過程はいくつかのケースが考えられます。

ひとつは燃焼過程で発生する場合で、いろい

ろな生成機構が混在していると考えられていま

す。いずれにしても、燃焼部でダイオキシン類

が生成するためには、塩素源と炭素源が空気で

燃やされることが必要で、塩素源としては食塩

のような無機物と塩素系プラスチックのような

有機塩素化合物が考えられますが、どちらも燃

焼炎の中で塩素原子に変わるため同様な効果に

なると考えられています。燃焼過程では、ダイ

オキシン類やその前駆物質の分解を行うため

に、焼却炉内燃焼ガス温度を８５０℃以上にし、

２秒間以上の対流時間を持つこと、十分な燃焼

空気との攪拌混合を行う等のダイオキシン類の

生成を低減する対策が取られています。

ダイオキシン類は燃焼過程で生成されるのみ

ならず、排ガス処理工程等において２５０－４００℃

といった比較的低温域で再合成されることが知

られています。デノボ合成と呼ばれるこの反応

は、前駆物質などの有機物が、飛灰中の銅、鉄、

アルミナなどの金属が触媒として作用すること

Ⅱ．講演
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によりダイオキシン類を合成するものです。従

って排ガス処理においては、この温度領域を急

速に通過するよう、スプレイによる急冷処理等

のプロセスが重要となります。

こうして生成されたダイオキシン類は、塩

素の付く位置、数により毒性の強度が大きく異

なります。１－３塩化物は毒性が殆ど無いのに

対し、４塩化物、２，３，７，８の位置に塩素

の付いた４塩化物は特に毒性が強く、このダイ

オキシンの毒性を基準として毒性値（TEQ）が

計算されます。複雑なダイオキシン類の生成過

程は、現在研究が各方面より進められており、

ダイオキシン類生成の低減化対策技術の開発が

行われています。

結論から言えば、つぎの３つの複合的な対策

が必要となってきます。一つめはできるだけ高

温で完全燃焼に近づける燃焼法を採用するこ

と。二つめはダイオキシンが発生する３５０℃前

後の温度域を一気に通過してしまうことのでき

る冷却設備を設けること。そして３つめはどう

しても発生するダイオキシンを、完全に補集し

最終的に無害化することです。

最終処分場の状況

次に、焼却後の廃棄物を埋め立てる最終処分

場の状況について紹介したいと思います。廃棄

物処理と最終処分場の歴史を見ると、大昔から

行われていた方法はオープンタイプと分類され

る方式で、結局のところ野原に穴を掘って上か

らごみを捨てていくというもので、昭和の初め

までこのような方式が主流となっていました。

続く戦後から高度成長期の時代には、清掃法制

定（１９５４年）、廃棄物処理法（１９７０年）などの

法規制が行われ、衛生埋立（嫌気的衛生埋立）

と呼ばれる方式が主流となってきました。これ

は大規模に埋立用地を確保してごみを埋め立て

た後に上から土をかぶせ、ごみと土のサンドイ

ッチを何層も積み上げる方法です。昔のオープ

ンタイプに比べ、上から土をかぶせるため臭気

が抑えられるという利点がありました。その後

準好気性と呼ばれる方式が全国の処分場で定着

してきました。これは処分場の底に太めのパイ

プを埋め込み、そこから空気が流れ込むことに

よって微生物による発酵・分解を促し、安定化

を図る方式です。

処分場はこのような歴史を経て現在に至って

いるわけですが、最近は住民問題により新たな

処分場建設が難しい時代になってきています。

廃棄物処理施設の設置を巡っては、平成８年ま

でで２２１件の地域紛争が発生しており、その内

９４件（平成８年７月現在）が紛争継続中となっ

ています。NIMBY（Not In My Back Yard）

といいますが、みなさん総論としては処分場の

必要性は理解されていますが、どうも自分達の

住んでいる近くに処分場が来ることは賛成でき

ないというのが本音のところなのでしょう。

現在の処分場の残余能力をみると、約８年で

全国の処分場が収容不可能になる計算です。仮

に日本の総面積から森林部分や地形的制約を除

いた部分を全て処分場にするとしても、現在の

埋立量（一般廃棄物約１，４００万トン／年、産業セミナー受講風景

廃棄物問題を考える
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廃棄物約７，０００万トン／年）を続けるならば、

約１５０年しかもたないのです。つまり今のまま

何の対策もせずにごみを出し続けると、普通に

生活しているだけで約８年後にはごみを捨てる

場所がなくなり、仮に捨てる場所を都度開発し

たとしても、約１５０年後には日本は廃棄物で埋

まってしまうということです。

こうしたことから、人々が現在のライフスタ

イルを変えて、ごみを出さない循環型社会を作

ることが急がれているのです。

ここで少し話の切り口を変えて、現在の処分

場の姿について少し触れておきたいと思いま

す。最終処分場は、安定型、管理型、遮断型の

３種類に分類されます。安定型最終処分場は主

にガラスやコンクリート金属くずなど腐敗する

ことのない安定した物質を埋め立てています。

管理型最終処分場は紙くず、木くず、汚泥、燃

えがら、ばいじん、廃油など埋め立てた後微生

物によって分解が行われる不安定な物質が埋め

立てられています。この方式の処分場では、回

りに汚染物質が広がらないように遮水構造とな

っており、浸出水の排水処理が必要となってい

ます。遮断型最終処分場では、燃えがら、汚泥、

ばいじんなどの内、管理型では処理できないよ

うな危険度の高い廃棄物を埋め立てるようにな

っており、厚さ１５cm以上のコンクリートで土

壌と仕切られ、覆いによって雨水の流入を防ぐ

構造になっています。

最もわたしたちの生活に関係が深いといわれ

るのが、管理型最終処分場になるわけですが、

日本では準好気性の方式が主として採用されて

います。この方式では廃棄物の分解を促進する

ものとして、微生物の成長に必要な空気が入る

構造が必要となり、またメタンガス等の回収を

行いませんが、浸出してくる水の水質が早く改

善されるという利点を持っています。これに対

しヨーロッパでは、嫌気性の方式が採用されて

います。この方式ではメタンガスの回収ができ

るという利点を持っていますが、浸出水の水質

改善に数百年の時間がかかります。しかしなが

らヨーロッパでは環境保全に対する関心が高

く、特に環境保全の先進国であるドイツでは、

法の規制も含め環境保全に対し国民が積極的に

協力する姿勢があります。結果として、ごみの

分別などが徹底されていることから、最終処分

量が大幅に減少していると言われています。

浸出水は主に雨水によってごみの中の汚染物

質が溶けだしてくるものであり、雨水の量によ

Ⅱ．講演

最終処分場の全景（三木市埋立処分場）

最終処分場の構造
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って浸出水の濃度と量が大きく変動するため、

浸出水処理の運転管理が重要となってきます。

こうしたことから、最近日本では、管理型最終

処分場であっても、処分場を屋根で覆うことに

よって雨水の侵入を防ぎ、浸出水を制御する施

設が建設されています。しかしながら雨水を完

全にシャットアウトしてしまうと、ごみの中の

汚染物質が流れでないため分解が進まないこと

が分かってきました。このことにより、現在で

はスプレーで人工的に散水を行い、人工的に浸

出水を発生させることにより汚染物質の分解を

促進する試みが行われています。

膜分離技術と浸出水処理

これまで説明してきたように、管理型の最終

処分場では排水処理が必要となっていますが、

ここ最近は浸出水の中にさまざまな汚染物質が

含まれていることから、従来の有機系だけでは

なく幅広い汚染物質の処理への対応が必要とな

ってきました。これまでは有機物の処理が中心

であったため、沈殿、生物処理、活性炭吸着を

行った後河川に放流を行っていました。しかし、

浸出水の中に難分解物質・ダイオキシン類を含

んでいること、塩類濃度が高くなっていること、

そして有機物濃度が減少していること、この３

つの点からこれまでのような微生物の分解によ

る生物処理が困難となってきました。そこで注

目を受けているのが膜分離技術による浸出水の

処理というわけです。膜分離といっても、分離

できる物質の大きさによって、精密ろ過膜、限

界ろ過膜、ナノろ過膜、イオン交換膜、多孔質

膜、透析膜、そして逆浸透膜などのさまざまな

膜に分類されます。

当社では、さまざまな膜の中で逆浸透膜を利

用した技術を導入しており、この逆浸透膜をモ

ジュール化し有害物質を分離除去する「DTモ

ジュールシステム」として、いくつかの最終処

分場で採用をしていただくことができました。

せっかくですので、逆浸透膜で有害物質が除去

される仕組みについて簡単に紹介したいと思い

ます。環境分野が専門ではないみなさんも、浸

透については学校で習ったかと思います。水槽

を半透膜で仕切り一方に海水を他方に真水を入

れた場合、両方の塩類濃度が等しくなるように

廃棄物問題を考える

５層からなる遮水シート

汚染物質の浸出を防ぐ遮水システム

現在の浸出水が抱える問題
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真水が海水側へ移動する。これが浸透と呼ばれ

る現象であり、真水が移動し平衡に達した時の

真水と海水の圧力差を浸透圧といいます。簡単

に言うとナメクジに塩をかけると縮んでしまう

現象がそうですね。では、逆浸透とは何でしょ

うか？先ほど説明した海水と真水の水槽で、海

水側に浸透圧以上の圧力をかけると海水中の真

水は半透膜を介して逆に移動します。これが逆

浸透（Reverse Osmosis／RO）と呼ばれる現

象です。逆浸透膜技術を利用した浸出水の処理

は、原水側に浸透圧以上の圧力をかけることに

より、半透膜を介して処理水が膜の反対側に移

動し汚染物質が膜のこちら側（原水側）に残る

というものです。この時、分子レベルまで除去

Ⅱ．講演
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されるため処理水は飲料水に近い水準となりま

す。この技術はこれまで海水の淡水化や半導体

洗浄用の超純水製造に用いられてきました。こ

れまではけん濁物質（SS）や汚染物質に強く

て浸出水処理に適した膜がなく、効率の良いシ

ステムがなかったため利用されていませんでし

たが、さまざまな問題点を解決し浸出水処理へ

の適応が可能となったのです。この方式は他社

に先駆けて当社が日本の浸出水処理に実用化

し、浸出水処理方法の新しい時代が訪れようと

しています。

しかしながら、膜技術はあくまでも分離・除

去を行うだけで有害物質を無害化するものでは

ありません。したがって分離した後のダイオキ

廃棄物問題を考える

逆浸透膜をモジュール化したDTモジュールの構造

RO施設フロー

DTモジュールを用いた浸出水の処理システム
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シン類を無害化する技術が必要となってきます

が、こちらも加熱分解装置を用いて無害化する

ことが可能となってきています。

ま と め

これまでお話ししてきたことをまとめてみま

しょう。何度も説明しましたが、廃棄物の問題

は伝染病の蔓延していた時代の衛生問題、高度

成長期に起こった公害問題、資源の枯渇に代表

される環境問題、そして現在の地球環境問題へ

と推移してきました。現在の廃棄物問題をもう

少し具体的に言うと、ダイオキシン類への対策

の問題、地球温暖化や省資源・省エネルギーの

問題、最終処分場の確保の問題などがあげられ

ると思います。これらの問題の解決には特効薬

はないのであり、私たち一人ひとりが意識を変

えていくことが必要です。環境問題に対する教

育をきちんと行うことが今最も大切なことでは

ないかと思います。

本日ここにお集まりのみなさんは入社３年目

という若い方々ですが、このような若い方々が

廃棄物を含めた環境問題は自分達の問題である

という意識を持ち、今と同じ生活をもしこのま

ま続けるとするならば自分たちの生活する環境

の未来はないものとして、少しでも自分達の生

活スタイルを変える努力を行ってもらいたいと

思います。一人ひとりの意識を変えることこそ

が循環型社会の実現への第一歩となるのです。

また、先日「神鋼パンテツクは技術を通して

豊かな環境づくりに貢献します」とした会社の

理念が策定されましたが、まさに当社は環境ビ

ジネスを事業の中心に事業展開を行っていま

す。ここでいう環境ビジネスとは、従来の環境

装置事業部の水処理事業だけではなく、ここ数

年で軌道に乗り始めたHHOGや排ガス処理事

業、新しく取り組み始めたPCB処理などの廃棄

物処理事業を含め、事業部を越えた全社的な意

味を持っています。若いみなさんには限りなく

可能性があるのですから、環境浄化の一翼を担

っているという意識のもと、どんどん新技術・

新製品に取り組んで下さい。そして現在の業務

や私生活に、それぞれ励んでいただきたいと思

います。本日は長時間ありがとうございました。
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当社納入の浸出水処理システム（茨城県下妻地方広域事務組合：処理水量７０�／日）
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